
労働安全衛生規則

(昇降するための設備の設置等)
第５２６条 事業者は、高さ又は深さが１．５メートルをこえる箇所で作業

を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備

等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設

けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

２ 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降す

るための設備が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならな

い。

（移動はしご）

第５２７条 事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合し

たものでなければ使用してはならない。

  一 丈夫な構造とすること。

  二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

  三 幅は３０センチメートル以上とすること。

  四 すべり止め装置の取付けその他転移を防止するために必要な措置を

講ずること。

（脚立）

第５２８条 事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したもの

でなければ使用してはならない。

  一 丈夫な構造とすること。

  二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。

三 脚と水平面との角度を７５度以下とし、かつ、折りたたみ式のもの

にあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備える

こと。

四 踏み面は、作業を安全に行うため必要な面積を有すること。


